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概要 

国土交通省はすべての運輸事業者に対し、経営トップから現場まで一丸となり安全管理体制を構築・改善

することにより輸送の安全性を向上させることを目的とした、「運輸安全マネジメント」の取組を求めている

が、取組の進め方を示す「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」（以下、「ガイドラ

イン」）及び「運輸防災マネジメント指針」が令和 5 年（2023 年）3 月 23 日に改訂された。本レポートでは

これらの改訂の背景及び改訂の内容・趣旨について述べる。 
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1.「ガイドライン」改訂 

1.1. 改訂の背景 

運輸安全マネジメント制度は、輸送の安全確保に関し従来からの各交通モードの事業法に基づく保安監査

に加え、平成 18 年（2006 年）10 月に「安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施（運輸安全マネジ

メント評価）に係る基本的な方針」（以下、「基本的な方針」）に基づき、運輸事業者（以下「事業者」）自らが

経営トップから現場まで一丸となり安全管理体制を構築・改善することにより、輸送の安全性を向上させる

ことを目的として導入された制度である。 

この制度では、事業者は自らが自主的かつ積極的に輸送の安全の取組みを推進し、構築した安全管理体制

をＰＤＣＡサイクルにより継続的に改善し、安全性の向上を図ることを求めるとともに、国土交通省はこれ

についての実施状況を確認する「運輸安全マネジメント評価」を行っている。 

「基本的な方針」については、直近の改正から 5 年以上経過したことから、国土交通省では、運輸事業者

の安全管理に対する取組の進捗状況等を踏まえて改正を行うこととし、国土交通大臣から運輸審議会への諮

問、同審議会より令和 5 年（2023 年）3 月 23 日に答申が出され、同日付けで改正された1。これを踏まえて

「ガイドライン」及び「運輸防災マネジメント指針」が改訂されたものである。 

 

なお、「基本的な方針」の改正において、今後の運輸安全マネジメント制度については以下の５点について

対応を行うことが「これまでの取組と今後の進め方」として示された。 

 ① 自然災害に重点におきながらテロや感染症への対応も評価時に確認 

 ② 貸切バス事業において比較的規模の大きな事業者や新規参入事業者等に対する評価を重点的に実施 

 ③ 小規模な海運事業者等に対する運輸安全マネジメントの推進 

 ④ 中小規模事業者への浸透 

 ⑤ これまでの評価結果を踏まえた、ヒヤリ・ハット情報の活用や事業者自身が行う内部監査及びマネ

ジメントレビューへの取組のレベルアップ等の推進 

上記のうち、主に①④⑤が「ガイドライン」及び「運輸防災マネジメント指針」の改訂に関係する項目と

なっている。 

 

1.2.  改訂のポイント 

今般、ガイドラインの改訂について国土交通省は、運輸安全マネジメント制度は運輸事業者の間で概ね定

着し、一定の効果を得ているものの、自然災害が頻発化・激甚化する中で、事業者の自然災害への対応能力

向上の確保は喫緊の課題となっていることや、安全管理体制の構築・改善に際し、未だ取組の途上にある事

業者も存在しているため、従来からの課題に対しても引き続き対処していく必要があることを示している2。 

 

改訂のポイントとしては大きく２つある。 

                              
1 国土交通省,報道発表資料「「安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施（運輸安全マネジメント評価）に係る 

基本的な方針」の改正に関する答申について」 

https://www.mlit.go.jp/report/press/unyu00_hh_000251.html（アクセス日：2023-5-8） 
2 国土交通省資料「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」P.4 

https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/content/001601175.pdf（アクセス日：2023-5-8） 
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ポイント① 自然災害への対応・運輸防災マネジメントの推進を強化 

頻発化・激甚化する自然災害への対応力向上を図ることを目的として運輸防災マネジメントの推進を強

化するため、その重要性を強調するとともに必要な対応を明記する。 

ポイント② 安全管理体制の構築・改善に際し、円滑な取組の促進を図る参考手順等の追記 

過去の評価から、多くの運輸事業者において「事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用」、「内部監査」、

「マネジメントレビューと継続的改善」等について、未だ改善の余地が大きいことが確認されたことから、

さらなる普及・啓発に向けて円滑な取組の促進を図る参考手順等を追記する。 

 

上記①を踏まえ、ガイドライン項番 （８）「重大事故等への対応」は、「重大な事故・自然災害等への対応」

へ改訂されている。また具体的な改訂箇所は 19 箇所であるが、うち 11 箇所は上記ポイント①の自然災害関

連となっている3。ポイント②は 8箇所だが、うち 4 箇所がガイドライン項番 （７）「事故、ヒヤリ・ハット

情報の収集・活用」についての改訂である（表 1）。 

 

表 1 ガイドライン項番別・改訂箇所数4 

 

ガイドライン項番 ポイント① 

自然災害への対応・ 

運輸防災マネジメント

の推進を強化 

ポイント② 

安全管理体制構築・ 

改善 

改訂 

箇所 

数計 

（１）経営トップの責務 １ ０ １ 

（２）安全方針 １ ０ １ 

（３）安全重点施策 ２ １ ３ 

（４）安全統括管理者の責務 １ ０ １ 

（５）要員の責任・権限 ０ ０ ０ 

（６）情報伝達及びコミュニケーションの確保 ２ ０ ２ 

（７）事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用 ０ ４ ４ 

（８）重大な事故・自然災害等への対応 ２ ０ ２ 

（９）関係法令等の遵守の確保 ０ ０ ０ 

（10）安全管理体制の構築・改善に必要な教育・

訓練等 

１ １ ２ 

（11）内部監査 ０ １ １ 

（12）マネジメントレビューと継続的改善 １ １ ２ 

（13）文書の作成及び管理  ０ ０ ０ 

（14）記録の作成及び維持  ０ ０ ０ 

合 計 １１ ８ １９ 

* 数値は項番ごとの改訂箇所数を示す。 （記載項目の順序変更や、番号修正、用語説明等は除く） 

  

                              
3 国土交通省資料「ガイドライン改正について」（令和５年４月）」 
4 前掲脚注 3をもとに当社作成 
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1.3. 「ガイドライン」各項番における改訂の内容・趣旨 

 

 経営トップの責務 

(1) 新旧対照表  

 ガイドライン項番（１）経営トップの責務 の改訂箇所は表 2の通りである。 

 

表 2 （１）経営トップの責務 新旧対照表5 

ガイドライン 令和５年（2023 年）改訂 ガイドライン 平成２９年（2017 年)改訂 

１）経営トップは、輸送の安全の確保のため、次

に掲げる事項について、主体的に関与し、事業者

組織全体の安全管理体制を構築し、適切に運営す

る。また、人材不足に起因する社員・職員の高齢

化、厳しい経営状況に起因する老朽化した輸送施

設等の使用から生じる安全上の課題、さらに、頻

発化・激甚化する自然災害が輸送の安全の脅威と

なっていることを認識の上、自社の自然災害対応

力を向上させること、加えて、社会的要請が高ま

っているテロ、感染症等への対応などの課題に対

して的確に対応することが重要であることを認

識する。 

①・・・ 

②・・・ 

③・・・ 

④安全統括管理者等に指示するなどして、重大な

事故・自然災害等への対応を実施する。 

⑤・・・ 

⑥・・・ 

２）・・・ 

（注）自然災害への対応については、国土交通省

大臣官房運輸安全監理官室が公表した冊子「運輸

防災マネジメント指針」を参照願う。（新設） 

１）経営トップは、輸送の安全の確保のため、次

に掲げる事項について、主体的に関与し、事業者

組織全体の安全管理体制を構築し、適切に運営す

る。また、人材不足に起因する社員・職員の高齢

化、厳しい経営状況に起因する老朽化した輸送施

設等の使用から生じる安全上の課題や社会的要

請が高まっている自然災害、テロ、感染症等への

対応などの課題に対して的確に対応することが

重要であることを認識する。 

①・・・ 

②・・・ 

③・・・ 

④安全統括管理者等に指示するなどして、重大な

事故等への対応を実施する。 

⑤・・・ 

⑥・・・ 

２）・・・ 

 

(2) 改訂内容及び改訂の趣旨6 

経営トップとして「対応が重要であると認識」する事項として、自然災害への対応が強く記載された。頻

発化・激甚化する自然災害への対応力向上を図ることを目的として運輸防災マネジメントの推進を強化する

ため、その重要性を強調するものと考えられる。また、「ガイドライン」と、自然災害への対応について整理

した「運輸防災マネジメント指針」との関係性についての記載が追加され、同指針はガイドラインに連なる

冊子として位置づけられることが明確となった。 

 

 安全方針 

(1) 新旧対照表 

ガイドライン項番（２）安全方針 の改訂箇所は表 3の通りである。 

                              
5 国土交通省資料「（H29・R5）ガイドライン新旧対照表 ver1」をもとに当社作成 
6 前掲脚注 3に同じ 
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表 3 （２）安全方針 新旧対照表7 

ガイドライン 令和５年（2023 年）改訂 ガイドライン 平成２９年（2017 年)改訂 

２）安全方針には、輸送の安全の確保を的確に図

るために、少なくとも次に掲げる事項の趣旨を盛

り込むものとする。なお、各要員にその内容を理

解させ、実践することができるよう、できるだけ

簡明な内容とする。 

① 関係法令等の遵守 

② 安全最優先の原則 

③ 安全管理体制の継続的改善等の実施 

④ 社員等及び事業施設の被害軽減の取組 

⑤ 災害時の避難・救助・救護の原則 

⑥ 発災後、安全確保の後の事業の復旧・継続 

２）安全方針には、輸送の安全の確保を的確に図

るために、少なくとも次に掲げる事項の趣旨を盛

り込むものとする。なお、各要員にその内容を理

解させ、実践することができるよう、できるだけ

簡明な内容とする。 

① 関係法令等の遵守 

② 安全最優先の原則 

③ 安全管理体制の継続的改善等の実施 

 

(2) 改訂内容及び改訂の趣旨 

安全方針に盛り込む事項の趣旨として、自然災害の「発生前」、「発生直後」、「一定時間経過後」の対応に

ついて、それぞれ④⑤⑥が追加された。なお、事業者において既に策定・運用されている安全方針において、

これらの内容が示されているのであれば、あえて④～⑥の防災の基本方針を安全方針に組み込む必要はなく、

引き続き、防災対応を含めた安全方針についての周知がなされ、現場の社員・職員にまで理解・浸透してい

るかを確認することが望まれる。 

 

 安全重点施策 

(1) 新旧対照表 

ガイドライン項番（３）安全重点施策 の改訂箇所は表 4の通りである。 

 

表 4 （３）安全重点施策 新旧対照表8 

ガイドライン 令和５年（2023 年）改訂 ガイドライン 平成２９年（2017 年)改訂 

２）事業者は、目標の設定及び取組計画の作成に

あたっては、以下の点に留意する。 

①・・・ 

④→② 社員・職員の高齢化、老朽化した輸送施

設等を使用すること、自然災害の発生から生じる

安全上の課題に配慮すること 

②→③・・・ 

③→④・・・ 

⑤・・・ 

⑥可能な限り、当該取組計画の実効性を担保する

必要な資源（必要な要員、情報、輸送施設等（車

両、船舶、航空機及び施設をいう。））を配分する

こと （新設） 

⑥→⑦・・・ 

⑦→⑧・・・ 

⑧→⑨・・・ 

２）事業者は、目標の設定及び取組計画の作成に

あたっては、以下の点に留意する。 

①・・・ 

②・・・ 

③・・・ 

④ 社員・職員の高齢化、老朽化した輸送施設等

を使用することから生じる安全上の課題に配慮

すること 

⑤・・・ 

⑥・・・ 

⑦・・・ 

⑧・・・ 

 

 

 

                              
7 前掲脚注 5をもとに当社作成 
8 前掲脚注 5をもとに当社作成 
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(2) 改訂内容及び改訂の趣旨9 

安全重点施策である目標の設定及び取組計画の作成にあたって、留意すべき点について、自然災害対応を

強調するため、②に「自然災害の発生」が追記された。 

また、国土交通省によれば、15 年間の運輸安全マネジメント制度運用及び過去 4年間の運輸安全マネジメ

ント評価結果から把握された事項として、以下の 2点が確認されている。 

1.安全重点施策の助言事項の割合は全項目の 20％程度であり、これは項番７）「事故、ヒヤリ・ハット情

報等の収集・活用」に次いで 2 番目に高く、特に自動車モード・海事モードにおいて数多く指摘されて

いること 

2.安全重点施策の助言事項の中でも主に「目標の設定」や「取組計画の作成」等が指摘されており、当該

割合は全体の 80％以上を占めていること等から、適切な取組計画が作成されておらず、また当該計画自

体も十分に実施されていないこと 

これらの対応として、取組計画の実効性向上のため、必要な資源（必要な要員、情報、輸送施設等）の配

分の重要性についての記載が新設された。 

 

 安全統括管理者の責務 

(1) 新旧対照表 

ガイドライン項番（４）安全統括管理者の責務 の改訂箇所は表 5の通りである。 

 

表 5 （４）安全統括管理者の責務 新旧対照表10 

ガイドライン 令和５年（2023 年）改訂 ガイドライン 平成２９年（2017 年)改訂 

２）安全管理体制の課題又は問題点を的確に把握

する立場として、以下の事項を経営トップに適

時、適切に報告又は意見上申する。 

 安全方針の浸透・定着の状況 

 安全重点施策の進捗・達成状況 

 自然災害対応に係る取組状況（新設） 

 情報伝達及びコミュニケーションの確保の状況 

 外部からの安全に関する要望、苦情（順番変更） 

 事故等の発生状況 

 是正措置及び予防措置の実施状況 

 安全管理体制の実施状況及び改善の必要性の有

無 

 内部監査の結果 

 改善提案 

 過去のマネジメントレビューの結果に対する対

応状況 

 その他必要と判断した情報 

２）安全管理体制の課題又は問題点を的確に把握

する立場として、以下の事項を経営トップに適

時、適切に報告又は意見上申する。 

 安全方針の浸透・定着の状況 

 安全重点施策の進捗・達成状況 

 

 情報伝達及びコミュニケーションの確保の状況 

 

 事故等の発生状況 

 是正措置及び予防措置の実施状況 

 安全管理体制の実施状況及び改善の必要性の有

無 

 内部監査の結果 

 改善提案 

 過去のマネジメントレビューの結果に対する対

応状況 

 外部からの安全に関する要望、苦情 

 その他必要と判断した情報 

 

(2) 改訂内容及び改訂の趣旨11 

安全統括管理者が経営トップに適時、適切に報告又は意見上申する事項について、自然災害への対応を強

                              
9 前掲脚注 3に同じ 
10 前掲脚注 5をもとに当社作成 
11 前掲脚注 3に同じ 
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調するため、「自然災害対応に係る取組状況」が新設された。また、「外部からの安全に関する要望、苦情」

については、ガイドライン項番等の順序に合わせるため適切な順序へ変更して表記された。 

 

 情報伝達及びコミュニケーションの確保 

(1) 新旧対照表 

ガイドライン項番（６）情報伝達及びコミュニケーションの確保 の改訂箇所は表 6の通りである。 

 

表 6 （６）情報伝達及びコミュニケーションの確保 新旧対照表12 

ガイドライン 令和５年改訂 ガイドライン 平成２９年改訂 

３）事業者は、関係法令等に従い、事業者におい

て輸送の安全を確保するために講じた措置、講じ

ようとする措置等の輸送の安全にかかわる情報、

特に計画運休について適切に外部に対して公表

する。 

３）事業者は、関係法令等に従い、事業者におい

て輸送の安全を確保するために講じた措置、講じ

ようとする措置等の輸送の安全にかかわる情報

を外部に対して公表する。 

５）事業者は、自然災害（台風、豪雨、雪害等の

予測可能なものに限る。）の発生により輸送の安

全を確保できない恐れがあると予測される場合

には、荷主等に対して、輸送の中止・再開、ルー

トの変更等について事前に協議・打合せ等を行う

ことにより安全の確保を図る。（新設） 

 

 

(2) 改訂内容及び改訂の趣旨13 

  輸送の安全にかかわる情報について、自然災害等への対応の一環として特に「計画運休」について、適

切に外部に対して公表することが重要であるとの考え方から追記された。 

  自然災害の発生により輸送の安全を確保できない恐れがあると予測される場合において、輸送の中止・

再開、ルートの変更等については、関係者と事前に協議・打合せすることが重要であるとの考え方から、

項目が新設された。なお新設された内容にある「荷主等」は、貨物自動車運送事業における荷主に加え、

特定旅客自動車運送事業の契約者を想定している。 

 

 事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用 

(1) 新旧対照表 

ガイドライン項番（７）事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用 の改訂箇所は表 7の通りである。 

 

表 7 （７）事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用 新旧対照表14 

ガイドライン 令和５年改訂 ガイドライン 平成２９年改訂 

２）事業者は、輸送の安全を確保するため、以下

の手順により１）で収集した情報の活用に取り組

む。なお、情報の分類・整理、対策の検討及び効

果検証・見直しに親会社、グループ会社、協力会

社、民間の専門機関等を活用することができる。 

① １）で収集した情報について、自社が重要と

２）事業者は、輸送の安全を確保するため、以下

の手順により１）で収集した情報の活用に取り組

む。なお、情報の分類・整理、対策の検討及び効

果検証・見直しに親会社、グループ会社、協力会

社、民間の専門機関等を活用することができる。 

① １）で収集した情報を分類・整理する。 

                              
12 前掲脚注 5をもとに当社作成 
13 前掲脚注 3に同じ 
14 前掲脚注 5をもとに当社作成 
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考える情報から分類・整理する。 

３）２）において事故、ヒヤリ・ハット情報等の

分類・整理の結果及びそれらの原因究明を踏まえ

策定された再発防止策・未然防止策は、必要に応

じて、安全重点施策へ反映させる。（新設） 

 

３）→４）事業者は、必要に応じて、１）及び２）

の取組の円滑かつ有効な実施に向け、報告するこ

との重要性を周知浸透させ、報告者の自発的な報

告を促すよう配慮するとともに、情報通信技術

（例 ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ

等）の導入、活用も含め、業務環境の整備を図る。 

３）事業者は、必要に応じて、１）及び２）の取

組の円滑かつ有効な実施に向けた業務環境の整

備を図る。特に報告することの重要性を周知浸透

するとともに、報告者の自発的な報告を促すよう

配慮する。 

５）事業者は、自社の事故、ヒヤリ・ハット情報

等の収集・活用状況等を踏まえ、必要に応じて、

次に掲げるような措置を講じる。（新設） 

① 事故リスク管理要員に対して、事故のリスク

管理を効果的に実施するため、必要な教育・

訓練を実施する。 

② 事故のリスク管理の取組状況や事故リスク管

理要員の力量を定期的に把握・検証し、必要

に応じて、事故のリスク管理の方法や事故リ

スク管理要員に対する教育・訓練などの見直

し・改善を図る。 

 

 

(2) 改訂内容及び改訂の趣旨15 

  一部事業者において、一定数の事故を惹起しているが、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用に注力してい

る事例が確認されていることから、事故情報から十分な情報量が得られる場合は、ヒヤリ・ハット情報よ

りも事故情報を優先して活用することにより再発防止策を検討・実施することを促すため、２）の①につ

いて、収集した情報の優先順位について、「自社が重要と考える情報から」分類・整理することが追記され

た。 

  事故、ヒヤリ・ハット情報から策定された再発防止策・未然防止策は、安全重点施策と連動性を持たせ

ることが望ましい場合もあることから、必要に応じて、安全重点施策へ反映させる旨について、新設され

た。 

  業務環境の整備に関し、ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ等の情報通信技術を効果的に扱うこ

とが重要であるとの考え方から、各種技術の導入・活用についての記載が追加された。なお、情報通信技

術の活用の前段として、現業実施部門の社員・職員から管理者へ各種情報を報告することが重要であると

いう点に留意し、報告の重要性を周知浸透させ、報告者の自発的な報告を促すよう配慮することについて

も記載された。 

  15 年間の運輸安全マネジメント制度運用及び過去 4 年間の運輸安全マネジメント評価結果によれば、リ

スク管理の取組が十分に進められていない事業者が相当数確認されており、リスク管理を推進する要員の

必要性を踏まえ、当該要員への教育・訓練や、リスク管理の取組や当該要員の力量に対する定期的な把握・

検証、見直しを図ることが新設された。なお、「事故リスク管理要員」とは、「事故の再発防止・未然防止

を目的として、現場で発生した事故、ヒヤリ、ハット等の情報を収集・活用し、対策を講じる要員」であ

り、今回のガイドライン改訂において定義づけられた用語である。 

                              
15 前掲脚注 3に同じ 
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 重大な事故・自然災害等への対応 

(1) 新旧対照表 

ガイドライン項番（８）重大な事故等への対応 の改訂箇所は表 8の通りである。 

自然災害への対応強調、頻発化・激甚化する自然災害への対応力向上を図ることを目的として、その重要

性を強調するため、項番名称に「自然災害」が追加・明記され、「重大な事故・自然災害等への対応」と改訂

されている。 

 

表 8 （８）重大な事故・自然災害等への対応 新旧対照表16 

ガイドライン 令和５年（2023 年）改訂 ガイドライン 平成２９年（2017 年)改訂 

（８）重大な事故・自然災害等への対応 （８）重大な事故等への対応 

３）事業者は、重大な事故や自然災害等の発生時

には、次に掲げるような措置を講じる。 

① 重大な事故の発生時には、事故等発生の速報

を関係する要員に伝達するとともに、適宜、

事故等の内容、事故等の原因、再発防止策等

を伝達し、全組織で迅速かつ的確な対応を図

る。 

② 自然災害の発生時には、災害対策本部等を立

ち上げ、自社の被害状況等を把握し、安全確

保を前提として事業の復旧を図る。（新設） 

３）事業者は、重大な事故等の発生時には、事故

等発生の速報を関係する要員に伝達するととも

に、適宜、事故等の内容、事故等の原因、再発防

止策等を伝達し、全組織で迅速かつ的確な対応を

図る。 

 

６）事業者は、自然災害への対応については、地

方自治体、国の行政機関、事業者団体、他の事業

者と定期的な防災訓練等の機会を通じ、日頃から

連携強化を図る。（新設） 

 

（注）自然災害への対応については、国土交通省

大臣官房運輸安全監理官室が公表した冊子「運輸

防災マネジメント指針」を参照願う。（新設） 

 

 

(2) 改訂内容及び改訂の趣旨17 

  自然災害は、従来通り「重大な事故等」に含まれるものとして整理されているが、３）に示す「原因」や

「再発防止策」については、平成２９年ガイドラインにおいては事故への対応の意味合いが強いため、事

故と自然災害への対応を分けて表記する必要性から、３）の①は事故への対応、②は自然災害への対応と

して明記された。なお、自然災害については災害対策本部等の立ち上げなど、より具体的な内容に踏み込

んだ記載となっている。 

  自然災害への対応において、地方自治体、国の行政機関、事業者団体、他の事業者と日頃から連携強化

すなわち「顔の見える関係を構築」することの必要性を鑑み、連携強化の方法として訓練等を通じた連携

についての記載が新設された。 

  また、「1.3.1.経営トップの責務」で述べた、「ガイドライン」と、自然災害への対応について整理した

「運輸防災マネジメント指針」との関係性についての記載は、項番（８）においても追加され、同指針は

ガイドラインに連なる冊子として位置づけられることが明確となった。 

 

                              
16 前掲脚注 5をもとに当社作成 
17 前掲脚注 3に同じ 
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 安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等 

(1) 新旧対照表 

ガイドライン項番（１０）安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等 の改訂箇所は表 9 の通りで

ある。 

 

表 9 （１０）安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等 新旧対照表18 

ガイドライン 令和５年（2023 年）改訂 ガイドライン 平成２９年（2017 年)改訂 

１）事業者は、安全管理体制の構築・改善の取組

に直接従事する要員、即ち、経営トップ、安全統

括管理者等、各部門の安全管理に従事する責任者

及びその補助者等並びに安全管理体制に係る内

部監査を担当する者に対して、運輸安全マネジメ

ント制度の趣旨等の理解を深めるため、次に掲げ

る事項に関し必要な教育・訓練を計画的に実施

し、その有効性、効果を把握し、必要に応じて、

当該教育・訓練の内容等の見直し・改善を図る。

また、事業者は、必要に応じて、親会社、グルー

プ会社、協力会社、民間の専門機関等を活用して

教育・訓練等を実施することもできる。 

① 本ガイドラインの内容（運輸安全マネジメン

ト制度の趣旨・ねらい、安全管理体制におけ

るＰＤＣＡサイクルの概念、運輸防災マネジ

メント等を含む。） 

② 安全管理規程の記載内容 

③ 関係法令等 

 

１）事業者は、安全管理体制の構築・改善の取組

に直接従事する要員、即ち、経営トップ、安全統

括管理者等、各部門の安全管理に従事する責任者

及びその補助者等並びに安全管理体制に係る内

部監査を担当する者に対して、運輸安全マネジメ

ント制度の趣旨等の理解を深めるため、次に掲げ

る事項に関し必要な教育・訓練を計画的に実施

し、その有効性、効果を把握し、必要に応じて、

当該教育・訓練の内容等の見直し・改善を図る。 

① 本ガイドラインの内容（運輸安全マネジメン

ト制度の趣旨・ねらい、安全管理体制におけ

るＰＤＣＡサイクルの概念等を含む。） 

② 安全管理規程の記載内容 

③ 関係法令等 

 

(2)改訂内容及び改訂の趣旨19 

  教育・訓練について、事業者によっては人材不足、教育・訓練不足、自社で実施しなければならないと

の思い込み等の要因により、取組が進捗していない場合があることから、事業者における取組促進の観点

から、親会社、グループ会社、協力会社、民間の専門機関等を活用することも可能である旨が追加された。 

  経営管理部門等への、運輸安全マネジメント制度の趣旨等の理解を深めるための教育・訓練について、

自然災害への対応の重要性を鑑み、教育・訓練の項目①「本ガイドラインの内容」内に「運輸防災マネジ

メント」が追加された。 

 

 内部監査 

(1) 新旧対照表 

ガイドライン項番（１１）内部監査 の改訂箇所は表 10 の通りである。 

表 10 （１１）内部監査 新旧対照表20 

ガイドライン 令和５年（2023 年）改訂 ガイドライン 平成２９年（2017 年)改訂 

３）内部監査の実施にあたっては、以下の点に留

意する。 

３）内部監査の実施にあたっては、以下の点に留

意する。 

                              
18 前掲脚注 5をもとに当社作成 
19 前掲脚注 3に同じ 
20 前掲脚注 5をもとに当社作成 
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・・・ 

⑥ 事業者は、内部監査要員に対して、輸送の安

全を確保する上で、自社を取り巻く環境の変

化に伴う新たな課題に適時、適切に対応して

いるかを確認することが重要であることを伝

え、理解を促す。（新設） 

・・・ 

 

 

(2) 改訂内容及び改訂の趣旨21 

  事業者は、現在把握されている安全上の課題のみならず、自社を取り巻く様々な環境の変化に伴い、新

たに生じる安全上の課題を的確に把握して、適時・適切に対応する必要がある。このため、経営幹部等へ

の内部監査においては、安全管理体制の有効性の観点から、安全上の課題の認識が不足している場合等に

は、内部監査要員から経営幹部等への指摘や、新たな気づきを与えることが重要であることから、内部監

査要員に対しこれらの理解を促すことについての記載が新設された。 

 

 マネジメントレビューと継続的改善 

(1) 新旧対照表 

ガイドライン項番（１２）マネジメントレビューと継続的改善 の改訂箇所は表 11 の通りである。 

 

表 11 （１２）マネジメントレビューと継続的改善 新旧対照表22 

ガイドライン 令和５年（2023 年）改訂 ガイドライン 平成２９年（2017 年)改訂 

１）マネジメントレビュー 

①・・・ 

② 経営トップは、マネジメントレビューの際に、

例えば以下に示す安全管理体制に関する情報を

確認し、安全管理体制の改善の必要性と実施時

期、必要となる資源等について検討を行う。 

 社員・職員への安全方針の浸透・定着の状況 

 安全重点施策の進捗・達成状況 

 自然災害対応に係る取組状況（新設） 

 情報伝達及びコミュニケーションの確保の状況 

 外部からの安全に関する要望、苦情（順番変更） 

 事故等の発生状況 

 是正措置及び予防措置の実施状況 

 安全管理体制の実施状況及び改善の必要性の有

無 

 教育・訓練の実績、安全上の課題に対する教育・

訓練の効果（新設） 

 内部監査の結果 

 改善提案 

 過去のマネジメントレビューの結果に対する対

応状況 

 

 国の保安監査や運輸安全マネジメント評価の結

果 

 その他必要と判断した情報 など 

１）マネジメントレビュー 

①・・・ 

② 経営トップは、マネジメントレビューの際に、

例えば以下に示す安全管理体制に関する情報を

確認し、安全管理体制の改善の必要性と実施時

期、必要となる資源等について検討を行う。 

 社員・職員への安全方針の浸透・定着の状況 

 安全重点施策の進捗・達成状況 

 

 情報伝達及びコミュニケーションの確保の状況 

 

 事故等の発生状況 

 是正措置及び予防措置の実施状況 

 安全管理体制の実施状況及び改善の必要性の有

無 

 

 

 内部監査の結果 

 改善提案 

 過去のマネジメントレビューの結果に対する対

応状況 

 外部からの安全に関する要望、苦情 

 国の保安監査や運輸安全マネジメント評価の結

果 

その他必要と判断した情報 など 

 

                              
21 前掲脚注 3に同じ 
22 前掲脚注 5をもとに当社作成 
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(2) 改訂内容及び改訂の趣旨23 

マネジメントレビューにおける「インプット情報」（安全管理体制に関する情報の確認）について、自然災

害への対応について強調するため、新たに記載された。また、従来より教育・訓練に関しての記載が無かっ

たことから、ガイドライン内容に合わせ追記された。 

2. 「運輸防災マネジメント指針」改訂 

2.1. 改訂の背景 

「運輸防災マネジメント指針」は、国土交通省が令和 2 年（2020 年）7 月に、頻発化・激甚化する自然災

害に対し事業者が防災体制の構築と実践を進める際に参考とすべき考え方を取り纏め、策定・公表したもの

である。 

 

同指針と運輸安全マネジメント制度との関係については次の通り整理される24。 

① 平成 29 年（2017 年）7月のガイドライン改訂において、「自然災害対応」が明記されたものの、自然災

害対応に運輸安全マネジメント制度を活用するためのガイダンスがなかったが、本指針によりその対

応が図られた。 

② 国土交通省令おいて安全管理規程に記載すべき事項の一つとして「事故災害等の防止対策の検討及び

実施に関する事項」が定められた。 

 

このように、同指針は運輸安全マネジメント制度と緊密な関係にあることから、前述の通り「基本的な方

針」の改正に伴うガイドラインの改訂と同時に、同指針も改訂が行われたものである。 

 

2.2. 改訂のポイント 

この数年の間にも、事業者は、事故には至らなかったものの施設の損傷にも関わらず運行を継続した事例、

車両が水没した事例やアクセス交通が運行停止したため大勢の旅客が空港施設内に滞留した事例など、様々

な自然災害に直面し、安全・安定輸送に関わる多くの課題が明らかになっている。これら近年の事例からは、

ハード面の強化だけではなく、自然災害発生の前後でのソフト面の対応が重要であることが明らかとなって

いる25。 

「ガイドライン」の改訂においては、頻発化・激甚化する自然災害への対応力向上を図ることを目的とし

て運輸防災マネジメントの推進を強化するために、ガイドライン本文に、その重要性を強調するとともに必

要な対応が明記された。「運輸防災マネジメント指針」については、ガイドライン改訂にあわせて、ガイドラ

イン改訂部分の反映、錯誤訂正、時点修正、文言訂正等を趣旨として、所要の対応がなされている。 

 

                              
23 前掲脚注 3に同じ 
24 SOMPO リスクマネジメント作成「損保ジャパン RM レポート 208「運輸防災マネジメント指針」の概要」より抜粋 
25 国土交通省資料「運輸防災マネジメント指針」P.1 より抜粋 

  https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/content/001609231.pdf（アクセス日：2023-5-8） 
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2.3. 改訂内容 

「運輸防災マネジメント指針」改訂の多くは時点修正、文言訂正等であるが、重要と考えられる箇所につ

いて表 12 の通り整理した。 

 

表 12 運輸防災マネジメント指針 改訂箇所（重要と考えられる箇所）26 

該当部分 改訂内容（下線部分を赤字の通り改訂） 

２．目的等 （２）取組の対象 経営資源の配分、優先事業の絞り込み等の経営判断が必要

であり、平時からの検討及び企業内連携、荷主とのコミュ

ニケーションや関係者との連携が必要であること。 

⇒「グループ企業・協力会社等の関係者との連携」とし、

関係者の具体的内容が明記された。 

２．目的等 （３）自然災害対応におい

てマネジメント上考慮すべき点 

自然災害対応にあっては、予防、応急、復旧全てのステー

ジで、地方自治体、国の行政機関、事業者団体、他の事業

者と連携し、各々の資源を活用することが重要。 

⇒「「平時の準備」、「直前の準備（台風・豪雨等の予測可能

な場合）」、「直後の応急（初動）」、「復旧（事業継続）」」と

し、より具体的でイメージが容易な内容へ変更された。 

 

3. おわりに 

今般の運輸安全マネジメント「ガイドライン」及び「運輸防災マネジメント指針」の改訂は、運輸事業者

が自然災害への対応力向上を図ること、安全管理体制の構築・改善に際し、円滑な取組の促進を図ることを

主眼とした改訂内容となっている。各運輸事業者におかれては、改訂された「ガイドライン」「運輸防災マネ

ジメント指針」に沿って、運輸安全マネジメントの取組を推進するとともに、地球温暖化に伴い激甚化、頻

発化している自然災害リスクへの更なる対応を期待したい。 
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